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見える所に貼っておいて下さい 

「○○こども会 資源回収」 

地域活動にご協力ください 

資源回収の日 
令和 7 年 44 月 15 日(日)午前 9 時～ 9 時 30 分まで 

令和３年 44 月 17 日(日)午前 9 時～ 9 時 30 分まで 

令和３年 44 月 19 日(日)午前 9 時～ 9 時 30 分まで 

令和３年 44 月 14 日(日)午前 9 時～ 9 時 30 分まで 

令和３年 44 月 16 日(日)午前 9 時～ 9 時 30 分まで 

令和３年 44 月 17 日(日)午前 9 時～ 9 時 30 分まで 

資源回収場所 

○○公民館前 

※手さげ紙袋に入れて 

出してください。 

「再資源」として活用できるものを 

思わず、ごみとして捨てていませんか? 

「○○こども会の資源回収」として、出しましょう。 
 
 

「資源回収」に協力いただくと「あなたの家計」と「こども会の家計」 
「行政の家計」も助かり、共に Ｗｉｎ Ｗｉｎ Ｗｉｎ になれます。 

  ぜひご協力ください。 

「古紙」と一口で言っても家庭内には様々な種類の「紙」が 

あるため、どれがリサイクル可能なものなのか判別が難しい？ 

見分ける方法は、「手で破れるかどうか」です。 

◆ 出せる物一覧 

古 紙－－→ ・新聞紙 ・段ボール    ・本、雑誌類(雑がみ)  

古 布－－→ ・衣類  ・タオル 

その他－－→ ・アルミ缶・びん 

雑がみ(例)→ ・付箋紙 ・商品タグ    ・お菓子等の包み紙 

・模造紙 ・メモ用紙  ・紙製の袋、手提げ袋類  

・ポスター類 ・はがき ・お菓子の値札  ・コピー用紙（FAX用紙含む） 

・タバコの箱 ・封筒  ・ティッシュ箱  ・トイレットペーパーの芯 

・カレンダー ・台紙  ・お菓子等の紙箱 ・パンフレット類 

・割箸の袋  ・チラシ ・穴あきパンチの紙くず 

・紙の切れ端 ・図面  ・厚紙、画用紙   

・紙ファイル ・型紙  ・シュレッダーくず 

古 布(例)→ ・靴下  ・タオル類    ・帽子類 

       ・衣類  ・ハンカチ類             etc 

 ※汚れていないもの(破れなどは、問題ありません)  

◎ 出せない(リサイクルできないもの)もの 

・写真  ・圧着はがき ・紙コップ、紙皿類 ・金属が箔押しされた紙 

・捺染紙 ・プリント紙 ・油などで汚れた物 ・合成紙(商品ラベル) 
・濡れたもの・カーボン紙・匂いの付いたもの ・寝具類(布団、枕など) 

○○こども会の資源回収に、ご協力をお願いします。 

アルミ缶 

  

ティッシュ箱 

紙封筒（ﾌｨﾙﾑ不可） 

衣 類 

お菓子等の箱 
パンフレット 

雑誌・カタログ 
新聞紙 

切れ端も含む 

包装紙・メモ用紙 

封筒類 ﾀﾞｲﾚｸﾄﾒｰﾙ 
ダンボール 

びん コピー用紙 

別紙７ 


